
 

 

 

 

  

令和 6年 11 月 1 日 

 

市政記者クラブ 様 

 

環境局地域環境対策部大気環境対策課 

   大気環境対策課長 堀田（TEL 972-2678） 

課 長 補 佐 （ 交 通 環 境 対 策 ） 荒川（TEL 972-2682） 

 

 

瑞穂運動場で電気自動車（EV）等用充電設備の運用が始まります！ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●瑞穂運動場（パロマ瑞穂スポーツパーク）第 1 駐車場地上部に、電気自動車

等用普通充電設備（最大 6kW）を 4基（4口）設置し、令和 6年 11 月 5 日（火）

より来場者への充電サービスの提供を開始します。 

●充電サービス事業者と協定を締結して実施する充電サービスの提供は、名古

屋市では初めての取り組みとなります。 

・ 

現地での取材を希望される方は、大気環境対策課までご連絡をお願いします。 

【連絡先】TEL:052-972-2682  

      メールアドレス：a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp  

 

http://#


 

 

 

 

１ 充電サービスの概要 

 

２ 経緯 

・名古屋市では、大気環境改善、温室効果ガス排出削減に向けて、電気自動車等ゼ

ロエミッション車及び充電設備の普及を進めています。 

・公共施設への充電設備設置について、ユアスタンド株式会社（充電サービス事業者）

及び株式会社瑞穂ＬＯＯＰ－ＰＦＩ（PFI 事業者※）と協定を締結し（令和 6年 4月

16 日）、瑞穂運動場にて充電設備設置のモデル事業を実施しています。  

※名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業を実施する民間事業者 

・充電設備は 8年間運用し、利用状況等についてデータの提供を受け、公共施設にお

ける適切な運用方法等の検討を行い、充電設備の普及を図ります。 

 

３ その他 

モデル事業における瑞穂運動場への充電設備の設置は、令和 7、8 年度も実施を

予定しています。設置後、順次充電サービスの提供を開始します。 

モデル事業の詳細は、次の名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000172077.html 

 

 

 

 

設置場所所在地 
瑞穂運動場第 1駐車場地上部（詳細は次頁） 

（瑞穂区萩山町 4丁目 1番地） 

充電設備の種類(出力)・

設置数 
普通充電設備（最大 6kW）・4基(口) 

サービス提供開始日 令和 6年 11 月 5 日(火) 7 時 45 分～ 

充電料金（税込み） 

6kW の場合 330 円/時間 

3kW の場合 165 円/時間 

※二次元コード決済、クレジットカード決済が可能です。 

現金での支払いはできません。 

利用可能時間 

24 時間利用可能。 

ただし、7時 45 分～21 時 45 分以外の時間は駐車場

が閉鎖され、入庫が出来ません。出庫は可能です。 

設置期間 8 年間 

その他 

・充電料金の他に駐車場利用料が必要です。 

(60 分 200 円（当日 24:00 まで最大料金 500 円）) 

・充電設備に設置された二次元コードを読み込む

ことで利用が出来ます。 

・電気自動車専用駐車場ではありません。混雑時

等、ガソリン車等が駐車することがあります。 

http://#


 

 

 

 

 

 

充電設備設置場所 

(第 1 駐車場地上部) 


